
多 久 市 住 民 基 本 台 帳 の 一 部 の 写 し の 閲 覧 に 係 る 事 務 取 扱 要 綱  

平 成 1 9 年 1 0 月 1 日  

訓 令 甲 第 ５ 号  

(目 的 )  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、住 民 基 本 台 帳 法 (昭 和 4 2 年 法 律 第 8 1 号 。以 下「 法 」

と い う 。)第 1 1 条 及 び 第 1 1 条 の 2 に 規 定 す る 住 民 基 本 台 帳 の 一 部 の

写 し の 閲 覧 に つ い て 必 要 な 取 り 扱 い を 定 め る こ と に よ り 、 個 人 情 報

の 保 護 を 図 る と と も に 、 適 正 か つ 円 滑 な 事 務 の 処 理 を 図 る こ と を 目

的 と す る 。  

(定 義 )  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 「 閲 覧 」 と は 、 不 特 定 多 数 の 住 民 に 係 る 住

民 基 本 台 帳 の 一 部 の 写 し を 一 時 に 閲 覧 す る こ と を い う 。  

(閲 覧 の 請 求 )  

第 ３ 条  閲 覧 の 請 求 に 応 じ る こ と が で き る 場 合 は 、 次 に 定 め る と こ ろ

に よ る 。  

( 1 )  国 又 は 地 方 公 共 団 体 の 機 関 が 、法 令 で 定 め る 事 務 の 遂 行 の た め

に 必 要 で あ る 場 合  

( 2 )  個 人 又 は 法 人 が 、 次 に 掲 げ る 活 動 を 行 う た め に 必 要 で あ り 、 か

つ 、 当 該 申 出 を 市 長 が 相 当 と 認 め る 場 合  

ア  統 計 調 査 、世 論 調 査 、学 術 研 究 そ の 他 の 調 査 研 究 の う ち 、公 益

性 が 高 い と 認 め ら れ る も の 。な お 、公 益 性 が 高 い と 認 め ら れ る も

の と は 、 次 の も の を い う 。  

( ｱ )  放 送 機 関 、 新 聞 社 、 通 信 社 そ の 他 の 報 道 機 関 が 行 う 世 論 調

査 に あ っ て は 、そ の 調 査 結 果 に 基 づ く 報 道 が 行 わ れ る こ と に よ

り そ の 成 果 が 社 会 に 還 元 さ れ る こ と 。  

( ｲ )  大 学 そ の 他 の 学 術 研 究 を 目 的 と す る 機 関 若 し く は 団 体 又 は

そ れ ら に 属 す る 者 が 学 術 研 究 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 調 査 に

あ っ て は 、そ の 調 査 結 果 又 は そ れ に 基 づ く 研 究 が 学 会 等 を 通 じ



て 公 表 さ れ る こ と に よ り そ の 成 果 が 社 会 に 還 元 さ れ る こ と 。  

( ｳ )  前 2 号 に 掲 げ る も の 以 外 の 調 査 研 究 に あ っ て は 、 当 該 調 査

研 究 が 統 計 的 調 査 研 究 で あ り 、そ の 調 査 結 果 又 は そ れ に 基 づ く

研 究 が 公 表 さ れ る こ と に よ り 国 又 は 地 方 公 共 団 体 に お け る 施

策 の 企 画 ・ 立 案 や 他 の 機 関 等 に お け る 学 術 研 究 に 利 用 さ れ る こ

と が 見 込 ま れ る な ど そ の 成 果 が 社 会 に 還 元 さ れ る と 認 め ら れ

る 特 段 の 事 情 が あ る こ と 。  

イ  公 共 的 団 体 が 行 う 地 域 住 民 の 福 祉 の 向 上 に 寄 与 す る 活 動 の う

ち 、 公 益 性 が 高 い と 認 め ら れ る も の  

ウ  営 利 以 外 の 目 的 で 行 う 居 住 関 係 の 確 認 の う ち 、訴 訟 の 提 起 そ の

他 特 別 の 事 情 に よ る 居 住 関 係 の 確 認 と し て 行 う も の  

(閲 覧 の 請 求 手 続 き )  

第 ４ 条  前 条 の 請 求 に つ い て は 、 次 の 申 請 書 類 を 提 出 さ せ る も の と す

る 。  

( 1 )  国 又 は 地 方 公 共 団 体 の 機 関 か ら の 請 求 の 場 合  多 久 市 住 民 基

本 台 帳 の 一 部 の 写 し 閲 覧 請 求 書 (様 式 第 1 号 )  

( 2 )  個 人 又 は 法 人 か ら の 申 出 の 場 合  

ア  多 久 市 住 民 基 本 台 帳 の 一 部 の 写 し 閲 覧 申 出 書 (様 式 第 2 号 )  

イ  誓 約 書 (様 式 第 3 号 )  

ウ  法人の場合は、法人の概要が分かる資料(法人登記、事業所概要等)及び

個人情報の保護に係る対応が分かる資料(プライバシーマークが付与され

た書類等) 

エ 大学等の場合は、大学等の認可が分かる証明書(大学の委員会又は学部長

による証明書等) 

オ 個人、法人を問わず、閲覧の請求を他者(公共団体等)から受託した場合

は、委託者との関係がわかる委託契約書等の写し 

カ そ の 他 必 要 と 思 わ れ る 書 類  

(請 求 内 容 の 審 査 )  



第 ５ 条  前 条 の 規 定 に よ る 閲 覧 の 請 求 が あ っ た と き は 、 当 該 請 求 内 容

に つ い て 審 査 し 、 閲 覧 の 可 否 を 決 定 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 閲 覧 の 可 否 を 決 定 し た と き は 、 閲 覧 決 定 通 知 書

(様 式 第 4 号 )に よ り 請 求 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

(閲 覧 方 法 )  

第 ６ 条  閲 覧 は 以 下 の 内 容 で 行 う も の と す る 。  

( 1 )  予 約  

事 前 に 電 話 若 し く は 郵 送 に て 日 時 の 予 約 を し 、閲 覧 希 望 日 の １ 月

前 か ら １ 週 間 前 ま で に 必 要 書 類 を 郵 送 等 に よ り 提 出 さ せ る も の と

す る 。  

( 2 )  閲 覧 場 所  

市 が 指 定 す る 場 所 と す る 。  

( 3 )  本 人 確 認  

市 長 は 閲 覧 者 に 対 し 、公 的 機 関 の 発 行 し た 顔 写 真 付 き の 身 分 証 明

書 又 は 市 長 が 適当と認めるものを 提 示 さ せ る 。  

( 4 )  閲 覧 時  

閲 覧 内 容 の 転 記 は 、 市 が 指 定 す る 多 久 市 閲 覧 用 紙 (様 式 第 5 号 )

を 使 用 し 、 閲 覧 件 数 に 応 じ て 支 給 す る も の と す る 。  

( 5 )  閲 覧 完 了 時  

閲 覧 者 が 、記 入 用 紙 に 記 入 す べ き 事 項 以 外 の も の を 記 入 し て い な

い か 確 認 す る 。  

(閲 覧 に お け る 遵 守 事 項 )  

第 ７ 条  閲 覧 者 に は 、 次 の 事 項 を 遵 守 さ せ る も の と す る 。  

( 1 )  誓 約 書 の 誓 約 事 項 を 守 る こ と 。  

( 2 )  指 定 さ れ た 場 所 で 閲 覧 す る こ と 。  

( 3 )  閲 覧 簿 の 汚 損 、 毀 損 、 書 き 加 え 等 を し な い こ と 。  

( 4 )  閲 覧 簿 の 写 真 撮 影 及 び 複 写 機 、 録 音 機 等 を 使 用 し な い こ と 。  

( 5 )  そ の 他 、 閲 覧 に 関 し て 職 員 の 指 示 に 従 う こ と 。  



(手 数 料 の 徴 収 )  

第 ８ 条  閲 覧 に 係 る 手 数 料 の 徴 収 は 、 多 久 市 手 数 料 条 例 (平 成 1 2 年 多

久 市 条 例 第 1 0 号 )の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(閲 覧 状 況 の 公 表 )  

第 ９ 条  法 第 1 1 条 第 3 項 及 び 第 1 1 条 の 2 第 1 2 項 の 規 定 に よ り 、市 長

は 毎 年 1 回 閲 覧 状 況 に つ い て 公 表 す る も の と す る 。  

(支 援 措 置 等 )  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 次 に 掲 げ る も の (以 下 「 支 援 対 象 者 」 と い う 。 )か

ら そ の 者 及 び そ の 者 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 に 係 る 法 第 1 1 条 第 1 項

に 規 定 す る 閲 覧 の 請 求 若 し く は 法 第 1 1 条 の 2 第 1 項 に 規 定 す る 閲 覧

の 申 出 、 法 第 1 2 条 第 1 項 若 し く は 第 2 項 の 規 定 に よ る 住 民 票 (消 除

さ れ た 住 民 票 を 含 む 。 )の 写 し 及 び 住 民 票 記 載 事 項 証 明 書 (消 除 さ れ

た 住 民 票 に 記 録 し た 事 項 に 関 す る 証 明 書 を 含 む 。)の 交 付 の 請 求 又 は

法 第 2 0 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 戸 籍 の 附 票 (消 除 さ れ た 戸 籍 の 附 票 を

含 む 。 )の 写 し の 交 付 の 請 求 を 拒 む 求 め が あ っ た と き は 、 必 要 と 認 め

る 期 間 、 当 該 請 求 等 を 拒 む こ と が で き る 。  

( 1 )  ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 (平 成 1 2 年 法 律 第 8 1

号 )第 7 条 第 1 項 に 規 定 す る ス ト ー カ ー 行 為 等 の 被 害 者 で あ り 、 か

つ 、さ ら に 反 復 し て 同 法 第 2 条 第 1 項 の つ き ま と い 等 を さ れ る お そ

れ が あ る 者  

( 2 )  配 偶 者 か ら の 暴 力 の 防 止 及 び 被 害 者 の 保 護 に 関 す る 法 律 (平 成

1 3 年 法 律 第 3 1 号 )第 1 条 第 2 項 に 規 定 す る 被 害 者 で あ り 、 か つ 、

さ ら な る 暴 力 に よ り そ の 生 命 又 は 身 体 に 危 害 を 受 け る お そ れ が あ

る 者  

( 3 )  前 2 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、特 に 生 命 若 し く は 身 体 に 危 害 を 及

ぼ す 暴 力 若 し く は こ れ に 準 ず る 心 身 に 有 害 な 影 響 を 及 ぼ す 言 動 を

受 け る お そ れ が あ る 者 又 は 財 産 そ の 他 の 権 利 利 益 を 著 し く 害 す る

お そ れ が あ る 者  



(請 求 を 拒 む 期 間 等 )  

第 １ １ 条  前 条 に 規 定 す る 必 要 と 認 め る 期 間 は 、 同 条 に 規 定 す る 請 求

を 拒 む 求 め (以 下 「 申 出 」 と い う 。 )に 対 す る 決 定 の 日 の 翌 日 か ら 起

算 し て 1 年 と す る 。  

２  前 項 の 規 定 は 、 支 援 対 象 者 か ら の 申 出 に よ り 延 長 す る こ と が で き

る 。 延 長 さ れ た 期 間 に つ い て も 、 同 様 と す る 。  

３  支 援 対 象 者 は 、 第 1 項 の 申 出 を 取 り 下 げ る こ と が で き る 。  

(支 援 措 置 の 申 出 )  

第 １ ２ 条  支 援 対 象 者 は 、 住 民 基 本 台 帳 事 務 に お け る 支 援 措 置 申 出 書

(以 下 「 申 出 書 」 と い う 。 ) (様 式 第 6 号 )に よ り 申 出 を 行 う も の と す

る 。  

(支 援 対 象 者 の 本 人 確 認 )  

第 １ ３ 条  市 長 は 、 支 援 対 象 者 に 対 し 、 自 動 車 運 転 免 許 証 、 旅 券 、 住

民 基 本 台 帳 カ ー ド そ の 他 官 公 署 が 発 行 す る 免 許 証 、 許 可 証 又 は 資 格

証 明 書 等 の 本 人 の 顔 写 真 が 貼 付 さ れ て い る も の の 提 示 を 求 め 、 本 人

確 認 を 行 う も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 本 人 確 認 が で き な い 場 合 は 、 健 康 保 険 証 、 年 金

手 帳 そ の 他 官 公 署 が 発 行 す る 住 所 、 氏 名 、 生 年 月 日 の 記 載 の あ る 証

書 の 提 示 を 求 め 、 併 せ て 本 人 し か 知 り 得 な い 個 人 情 報 等 を 質 問 す る

こ と に よ り 行 う も の と す る 。  

(代 理 人 に よ る 申 出 )  

第 １ ４ 条  申 出 は 、 止 む を 得 な い 理 由 に よ り 支 援 対 象 者 本 人 が 申 し 出

る こ と が で き な い 場 合 は 、 代 理 人 に よ り 行 う こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 代 理 人 が 申 出 を 行 う 場 合 は 、 次 の 各 号 の 区 分 に

応 じ 、 当 該 各 号 の 定 め る と こ ろ に よ り そ の 資 格 を 確 認 す る も の と す

る 。  

( 1 )  法 定 代 理 人  戸 籍 謄 本 そ の 他 支 援 対 象 者 の 法 定 代 理 人 で あ る

こ と の 資 格 を 証 明 す る 書 類 の 提 示  



( 2 )  任 意 代 理 人  支 援 対 象 者 か ら 委 任 を 受 け た 事 実 を 証 明 す る 書

類 の 提 示  

３  第 1 項 の 規 定 に よ り 、 代 理 人 が 申 出 を 行 う 場 合 は 、 前 条 に 規 定 す

る 方 法 に よ り 代 理 人 の 本 人 確 認 を 行 う も の と す る 。  

(支 援 措 置 の 必 要 性 の 確 認 )  

第 １ ５ 条  申 出 書 に 記 載 さ れ た 内 容 に つ い て 、関 係 機 関 に 照 会 を 行 い 、

当 該 申 出 に 係 る 事 実 を 確 認 す る も の と す る 。  

(支 援 措 置 の 決 定 )  

第 １ ６ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 当 該 申 出 に 係 る 事 実 の 確 認 に よ

り 実 施 の 適 否 を 速 や か に 決 定 し 、 その結果を多久市住民基本台帳事務にお

ける支援措置(決定･却下)通知書(様式７号)により申し出者に通知するものとす

る。 

(支援措置内容の変更) 

第 １ ７ 条  支援対象者が、当該支援措置を受けている内容に変更を生じた時は、

多久市住民基本台帳事務における支援措置変更申出書(様式第 8 号)により申し

出なければならない。 

(他 の 市 町 村 へ の 通 知 )  

第 １ ８ 条  支 援 対 象 者 が 関 連 す る 市 町 村 に 対 し て 併 せ て 支 援 措 置 を 求

め る 場 合 に は 、 申 出 書 の 写 し を 関 連 す る 市 町 村 へ 転 送 す る も の と す

る 。  

(支 援 措 置 の 延 長 )  

第１９条 市長は、支援措置期間の終了日の１月前に多久市住民基本台帳事務に

おける支援措置についてのお知らせ(様式第 9 号)により、支援対象者に支援措

置の終了を通知するものとする。 

２ 前項の通知を受けた支援対象者が支援措置の延長を希望する場合は、第１２

条の規定の例により、支援措置の延長を市長に申し出ることができる。 

 (支 援 措 置 の 終 了 )  

第 ２ ０ 条  市 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 該 当 す る と き は 、 支 援 措 置 を 終



了 す る も の と す る 。  

( 1 )  支 援 措 置 の 期 間 (申 出 に よ り 延 長 さ れ た 期 間 を 含 む 。)が 経 過 し

た と き 。  

( 2 )  支 援 対 象 者 か ら 支 援 措 置 の 終 了 を 求 め る 旨 の 申 出 を 受 け た と

き 。  

( 3 )  前 2 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、市 長 が 支 援 措 置 の 必 要 性 が な く な

っ た と 認 め た と き  

 (委 任 )  

第 ２ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に

定 め る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 1 9 年 1 0 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


